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〇第３編　障害の状態等に応じた教育的対応

　Ⅸ　学習障害

　②　学習障害のある子供に対する特別な指導内容　　　

　　ア　感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること

　視知覚の特性により文字の判別が困難で、文字を読み間違ったり文節の把握ができなかった

りする場合、本人にとって読み取り易い書体を確認したり、文字間や行間を広げたりして負担を

軽減しながら、学習内容の理解が促進される方法や学習環境を整えることが必要である。ま

た、書かれた文章を理解したり、文字を書いて表現したりすることは苦手だが、聞けば理解でき

たり、図や絵等を使えば効率的に表現することができたりすることもあるので、本人が理解や表

現しやすい学習方法を用いて、様々な場面で子供が有する能力を発揮できるよう、子供自身も

得意な 学習の方法や、自分に適した学習の方法について認識し、活用できるように指導するこ
とが必要である。

　

　　イ　代替手段等の使用に関すること

　漢字の読みが覚えられない、覚えてもすぐに忘れてしまう、似たような漢字を読み誤るなどの

つまずきによって、長文の読解が著しく困難になったり、結果として読書に向かう意欲や関心が

低かったり、読書経験の乏しさから語彙が増えていかなかったりすることがある。このような場

合には、振り仮名を振る、拡大コピーをするなど自分が読み易くなる方法を知ったり、コンピュー

タによる読み上げや電子書籍を使用し文 字の大きさを変えたりするなどの代替手段を使うこと
も考えられる。同様に、書くことの困難さを改善又は克服するために、口述筆記のアプリケーショ

ンやワープロを使ったキーボード入力、タブレット端末のフリック入力などが使用できることを実

感することも大切である。その際、子供自身が学びやすさにつながることを実感することが大切

である。このように、自分に合った代替手段を用いることで、つまずきが回避できたり、課題に対

して意欲的に取り組めるようになったり、自分自身の能力を発揮できたりするなど、通常の学級

での学習活動への参加をスムーズにし、自分の能力を最大限に発揮する状況を創り出すことを

促す指導や、自分で学習環境を整えていくように指導することが非常に重要である。

　また、子供自身が、代替手段等を使用することの必要性を周囲に伝える力を養うことも重要で

ある。なお、周囲も代替手段を用いる必要性を理解し、異なる方法で学ぼうとする姿勢に理解を

示せるように指 導することも重要である。

　　ウ　言語の形成と活用に関すること

　言葉は知っているものの、その意味を十分に理解していなかったり、言葉を適切場合がある。

このような場合には、実体験や、写真や絵と言葉との意味を結び付けながら理解したり、習った

語彙を使って例文づくりに取り組んだり、ＩＣＴ機器等を活用し、見る力や聞く力を活用しながら言

語の概念を形成したりするように指導することが大切である。

　

　　エ　コミュニケーション手段の選択と活用に関すること

　読み書きの困難により、文章の理解や表現に時間がかかることがある。このような場合には、

コンピュータの読み上げ機能を利用したり、読み書きの内容について関係性や項目を整理して

考えやすくするため、図やシンボルなどで示すマインドマップのような表現を利用したりして、コ

ミュニケーションを図ることに楽しさと充実感を味わえるようにすることが大切である。
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　③　学習障害のある子供の教育における合理的配慮を含む必要な支援の内容　

　　ア　教育内容・方法　　　

　　（ア）教育内容

　　　a　学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
　読み書きや計算等に関して苦手なことを 本人の認知特性を考慮しながらできるようにする、
別の方法で代替する、他の能力で補完するなどの配慮をして指導を行う文字の形を言語化す

ることによって識別しやすくする、パソコン、タブレット端末、デジタルカメラ等の使用、口頭試

問による評価等） 。
　　　　　また、評価に関しては、本質的なことについて評価するよう努める（算数のテスト

で答えの単位の漢字が間違っていたとしても減点対象としない等） 。
　　　b　学習内容の変更・調整

　「読む」「書く」等の特定の学習活動への参加や、特定の学習内容を習得することが難しい場

合 、基礎的な内容の習得を確実にすることを重視した学習内容の変更・調整を行う習熟のた
めの時間を別に設定、軽重をつけた学習内容の配分等） 。

　　（イ）教育方法

　　　a　情報・コミュニケーション及び教材の配慮
　読み書きに困難さが見られる場合、本人の特性に合わせた情報や教材の提供、活用方法な

どの配慮を行う。（文章を読みやすくするために体裁を変える、拡大文字を用いた資料、振り

仮名をつける、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝える等）
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